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平成２８年５月１２日

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会

各 都 道 府 県 知 事

附属の高等学校、中等教育学校及び

特別支援学校（高等部を置くものに

限る。）を置く各国立大学法人の長 殿

高等学校を設置する学校設置会社を所

轄する構造改革特別区域法第１２条第

１項の認定を受けた各地方公共団体の長

文部科学省初等中等教育局

高校教育改革プロジェクトチーム

ウィッツ青山学園高等学校に在籍していた者に他の高等学校等

が途中年次の入学を許可する際の取り扱いの再確認について

ウィッツ青山学園高等学校（以下「同校」という。）に在籍していた者に他の高

等学校、中等教育学校及び高等部を置く特別支援学校（以下「高等学校等」とい

う。）が途中年次の入学を許可する際の留意事項等については、本年３月２４日付

け「ウィッツ青山学園高等学校に在籍していた者に他の高等学校等が途中年次の

入学を許可する際の取り扱いについて（通知）」（２７文科初第１７１１号。別添

１。）において、通知したところです。

同校の所轄庁である三重県伊賀市の報告によると、同校の通信制の課程の教育

は、実質的には、全国各地に所在する同校と契約関係にある民間施設において実

施されており、高等学校通信教育規程（昭和３７年文部省令第３２号）及び高等

学校学習指導要領（平成２１年文部部科学省告示第３４号）等に照らして著しく

不適切であったことが明らかになっていますが、４月２６日に伊賀市で開催され

た「第２５回伊賀市意育教育特区学校審議会」では、同校より、上記の民間施設

に在籍しているとされる２００名弱の生徒が、今後他の高等学校へ転学する見込

みであるとの報告がされたところです（別添２）。

ついては、同校からの転学者の受入れについて、上記の通知を踏まえて適切に

処理されるよう、各都道府県教育委員会におかれては、所管の高等学校等及び域

内の高等学校等を設置する市（指定都市を除く。）区町村教育委員会に対して、各

指定都市教育委員会におかれては、所管の高等学校等に対して、各都道府県知事

及び高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第１２条第

１項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、所轄の高等学校等及び学校

法人又は学校設置会社に対して、附属高等学校等を置く各国立大学法人の長にお

かれては、設置する附属高等学校等に対して、改めて御周知くださるようお願い

します。

本件担当

文部科学省初等中等教育局

高校教育改革プロジェクトチーム

TEL：03-5253-4111（内線2022）
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ウィッツ青山学園高等学校に在籍していた者に他の高

等学校等が途中年次の入学を許可する際の取り扱いに

ついて（通知）

今般、文部科学省では、平成２７年１２月に生じたウィッツ青山学園高等

学校の生徒に関する高等学校等就学支援金不正受給の疑いの捜査に端を発し、

同校の通信制の課程において不適切な教育の実態がある疑いが強まったこと

から、同校の所轄庁である伊賀市に対し調査を要請しました。

これまでの伊賀市からの報告によれば、同校の通信制の課程の教育は、実

質的には、同校と契約関係にある学校教育関係法令に基づかない全国各地の

民間施設（以下「民間施設」という。）において、同校の校長の監督が直ちに

は行き届かない中で行われており、高等学校通信教育規程（昭和３７年文部

省令第３２号）第２条第１項に定める添削指導、面接指導及び試験の３つの

方法のうち、特に面接指導において、同校における不適切な管理運営に起因

して、高等学校学習指導要領（平成２１年文部科学省告示第３４号。以下「指

導要領」という。）が示す各教科・科目の目標・内容等に照らして著しく不適

切な活動が学校教育活動とされていたものと認められます。これを指導要領

の定めるところによる学校教育として扱うことは困難であることから、それ

に対してこのまま単位を認定することはできないこととなります。

別添１

※本通知の別添は省略



このため、文部科学省では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第４８条第１項の規定により、伊賀市に対して、

同校の生徒の学習実態を十分に調査し、指導要領等の法令の定めるところに

よらず実施された面接指導等について、適切な指導体制の下で法令の定める

ところにより改めて生徒に対して指導すること（以下「回復措置」という。）

や、同校への今後の在学を希望しない生徒に対して、適切な修学を維持する

ことができるよう、転学のあっせんその他の必要な措置を講じるよう努める

ことなどを求める通知（別添１）を発出したところです。

また、文部科学省では、本年３月末に同校卒業を見込んでいる生徒への緊

急的かつ特例的な救済策（別添２）を取りまとめるとともに、伊賀市に対し

て、早急に、高等学校通信教育関係者の参画も得た組織を設置した上で生徒

の学習状況を確認し、回復措置の受講が必要と判断された場合は、適切な指

導体制の下で受講させ、同組織が認定する仕組みを整えるよう要請している

ところです。

こうしたことを踏まえ、高等学校、中等教育学校及び高等部を置く特別支

援学校（以下「高等学校等」という。）において、同校に在籍していた者に途

中年次の入学を許可する際の留意事項等を、下記のとおり取りまとめました

ので、通知します。

このことについて、各都道府県教育委員会におかれては、所管の高等学校

等及び域内の高等学校等を設置する市（指定都市を除く。）区町村教育委員会

に対して、各指定都市教育委員会におかれては、所管の高等学校等に対して、

各都道府県知事及び高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特

別区域法第１２条第１項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、所

轄の高等学校等及び学校法人又は学校設置会社に対して、附属高等学校等を

置く各国立大学法人の長におかれては、設置する附属高等学校等に対して、

御周知くださるようお願いします。

記

１．同校に在籍していた者に途中年次の入学を許可する高等学校等（以下「受

け入れ先高等学校等」という。）において、同校で修得したとされる単位を

高等学校等の全課程の修了を認めるために必要な単位に加えようとする場合

は、当該受け入れ先高等学校等における適切な指導体制の下での回復措置の

実施又は伊賀市や他の高等学校等において実施される回復措置の受講状況を

確認した上で行われたいこと。

なお、必要な回復措置の内容等の確認については、伊賀市に照会されたい

こと。



２．受け入れ先高等学校等において回復措置を実施しようとする場合には、

伊賀市に対してその計画と実施状況を情報提供されたいこと。

３．今般生じた問題が、同校の通信制の課程の教育が実質的には民間施設で

行われていたという同校及びその学校設置会社による不適切な学校の管理運

営に起因することを踏まえ、学校教育法関係法令に基づかない民間施設にお

いて、高等学校等の教員ではない者や校長の監督権が及ばない者が、面接指

導、添削指導又は試験の実施等の学校教育活動を行うことはできないことに

留意すること。

以上

本件担当

文部科学省初等中等教育局

高校教育改革プロジェクトチーム

TEL：03-5253-4111（内線2022）



現在

コード LETS名 男 女 男 女 男 女 男計 女計 総計
1 111 埼玉 0 0 0 0 1 0 1 0 1
2 133 新宿 1 0 0 0 2 0 3 0 3
3 134 代々木 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 137 青山 3 3 6 4 0 0 9 7 16
5 142 横浜 0 0 1 0 0 0 1 0 1
6 151 新潟 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 211 岐阜 3 1 1 2 5 8 9 11 20
8 213 大垣 2 1 4 1 11 11 17 13 30
9 214 関 5 2 10 2 7 5 22 9 31
10 215 高山 0 0 1 2 3 5 4 7 11
11 231 愛知 3 1 1 4 9 6 13 11 24
12 232 愛知南 0 0 0 0 1 0 1 0 1
13 233 名古屋 0 0 0 1 3 1 3 2 5
14 234 豊田 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 235 愛知一宮 2 2 9 5 5 6 16 13 29
16 236 京都北 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 262 京都 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 271 大阪 0 0 1 0 2 0 3 0 3
19 274 大阪中央 1 0 1 3 7 2 9 5 14
20 275 新大阪 0 1 8 5 5 8 13 14 27
21 276 大阪堂島 0 0 1 0 0 1 1 1 2
22 277 泉佐野 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 281 兵庫 0 0 3 3 6 5 9 8 17
24 282 姫路 0 0 0 0 1 0 1 0 1
25 283 兵庫ひかみ 0 0 5 3 1 0 6 3 9
26 291 奈良 0 1 12 3 21 11 33 15 48
27 292 奈良北 0 1 9 2 8 6 17 9 26
28 321 島根 0 1 1 0 1 0 2 1 3
29 341 福山 3 0 5 3 19 7 27 10 37
30 342 広島 0 1 7 7 5 6 12 14 26
31 351 山口 2 1 1 1 7 3 10 5 15
32 371 香川 0 0 8 7 20 6 28 13 41
33 372 丸亀 0 0 5 7 15 10 20 17 37
34 381 愛媛 2 1 4 7 6 4 12 12 24
35 401 福岡 1 1 3 0 1 0 5 1 6
36 402 福岡中央 0 1 3 4 0 1 3 6 9
37 461 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 471 沖縄 1 0 2 4 6 8 9 12 21

29 19 112 80 178 120 319 219 538
29 19 7 5 89 60 319 219
男 女 男 女 男 女

合計
21 28 163 29 276 22
4月生 9月生 4月生 9月生 4月生 9月生

48 192 298

広域通信制　生徒数（2016.4.23)

平成28年4月1日

1 2 3 合計

男女比
1 2 3

２．元四谷在籍していた生徒のうち、4月以降も在籍する生徒については、現在精査中であるため以下に
含んでいない。

１．4月1日付けで転学照会を提出しているが、現在保留中であり、回答を得られていない生徒が複数存在
する。

（※４月２６日「第２５回伊賀市意育教育特区学校審議会」ウィッツ青山学園高等学校提出資料より抜粋）

別添２


